
○

船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
事
業
停
止
及
び
強
制
管
理
命
令
）

（
事
業
停
止
及
び
強
制
管
理
命
令
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

保
険
業
法
第
二
編
第
十
章
第
一
節
第
二
款
（
第
二
百
四
十
六
条
か
ら
第
二
百

２

保
険
業
法
第
二
編
第
十
章
第
一
節
第
二
款
（
第
二
百
四
十
六
条
、
第
二
百
四

四
十
七
条
の
五
ま
で
及
び
第
二
百
四
十
九
条
か
ら
第
二
百
四
十
九
条
の
四
ま
で

十
七
条
及
び
第
二
百
四
十
九
条
を
除
く
。
）
（
業
務
及
び
財
産
の
管
理
）
の
規

を
除
く
。
）
（
業
務
及
び
財
産
の
管
理
）
の
規
定
は
、
前
項
の
業
務
及
び
財
産

定
は
、
前
項
の
業
務
及
び
財
産
の
管
理
の
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

の
管
理
の
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は
、
「
組
合
」
と
読
み
替
え
る
も

、
「
組
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
五
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
の
発
起
人

第
五
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
の
発
起
人

、
理
事
、
監
事
、
参
事
、
設
立
委
員
、
清
算
人
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お

、
理
事
、
監
事
、
参
事
、
設
立
委
員
、
清
算
人
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ

に
よ
り
選
任
さ
れ
た
保
険
管
理
人
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

た
保
険
管
理
人
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

第
六
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
の
発
起
人
、

第
六
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
の
発
起
人
、

理
事
、
監
事
、
参
事
、
清
算
人
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

理
事
、
監
事
、
参
事
、
清
算
人
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

保
険
業
法
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ

保
険
業
法
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
保
険
管
理
人

れ
た
保
険
管
理
人
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

－５－



一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

－６－


